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 佐賀県規則第28号 

   佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年佐賀県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （身分証明書）  （身分証明書） 

第15条 条例第15条第３項の証明書の様式は、様式第12号のとおり

とする。 

第15条 条例第15条第３項の証明書は、環境省の所管する法律の規

定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の

様式の特例に関する省令（令和３年３月16日環境省令第２号）の別

記様式により作成するものとする。 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 

   略 
 

   略 
 

  略   略 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                           ○印 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 １～５ 略  注 １～５ 略 

６ 記名押印に代えて、署名することができる。  

様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係） 

  略   略 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                           ○印 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

  略   略 

注 記名押印に代えて、署名することができる。 注 １ 氏名欄は、本人が自署すること。ただし、申請者が法人の

場合は、本申請に係る責任者の氏名の自署を付記し、法人代

表者の氏名を記名とすることができる。 
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改正前 改正後 

 ２ 申請者が法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び

担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することが

できる書面を添付すること。ただし、他の方法により申請の

確認を行うことができる場合は、この限りでない。  

 略 
 

 略 
 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 

  略   略 

佐賀県知事          □印   佐賀県知事              

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 略 注 略 

様式第６号（第７条関係） 様式第６号（第７条関係） 

   略 
 

   略 
 

  略   略 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                          ○印  

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

   

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 記名押印に代えて、署名することができる。  

 略 
 

 略 
 

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

  略   略 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                          ○印  

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                        

  略   略 
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改正前 改正後 

 略 
 

 略 
 

注１ 略 注 略 

２ 記名押印に代えて、署名することができる。  

 略 
 

 略 
 

様式第８号（第10条関係） 様式第８号（第10条関係） 

  略   略 

氏名          ○印  氏名             

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 記名押印に代えて、署名することができる。  

 略 
 

 略 
 

様式第11号（第14条関係） 様式第11号（第14条関係） 

  略   略 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                           ○印 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                            

  略   略 

 略 
 

 略 
 

 注 記名押印に代えて、署名することができる。   

 略 
 

 略 
 

 様式第12号を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


